
別紙１

　新組織体制の概要　（１４年４月）

　　　　　（組織体制見直しの概要 ）

① 事業部制の導入 　事業部門をビジネス単位で、６つの「事業部」に編成します。
  　事業部には、部門の執行責任と権限を付与した「執行役員」を置きます。

② 地方組織の再編 　本店直轄の地方機関を、各事業部の管下機関に再編しました。
　水力送変電保守機能を、４つの支店に集約しました。
　支店を置かない５つの地域には、駐在者を置いて、地域対応には万全を期します。

（経営） （部門） （本店組織） （現業組織）

株主総会 取締役会 社　　長 本社部門 企画部 支社長 東北（仙台）
｜ 北陸（富山）

審査室 中国（広島）
新事業戦略室 四国（高松）

九州（福岡）

人事労務部 民営化準備室
若松総合事業所

財務部 財務室
監査役 監査役室

総務部 秘書室
広報室

営業部 中央給電指令所

技術開発センター 茅ヶ崎研究所
若松研究所

事業部門 水力流通事業部 支  店 北海道（札幌） 支店駐在 仙台
東日本（川越） 高松

　 中　部（春日井） 　 福岡
　 西日本（大阪） 制御所
　 電力所

送電管理所 送電所
中央通信指令所 情報通信所

建設・調査機関　　大間幹線・奥只見大鳥・湯之谷・佐久間東幹線・
　　　　　　　　　　　　　高倉・揖斐川・中四幹線・球磨川

火力事業部 火力発電所 　磯子・高砂・竹原・橘湾・松島・松浦・石川

　 鬼首地熱発電所
　
　 新磯子火力建設所
　

若松火力センター

原子力事業部 大間原子力建設準備事務所

青森事務所

新事業部

国際事業部 在外事務所・工事監理事務所
北京・ユンカン・パラグアイ・ラムタコン　

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部 沖縄海水揚水実証試験所
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